
大阪市住宅セーフティネット連絡会議設置要綱 

 

制  定 平成 29年 10月 25日 

最終改正 令和 ６年 11月 15日 

 

（設置） 

第１条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19年法律

第 112号。以下「住宅セーフティネット法」という。）に規定される住宅確保要配慮者

の住まいの確保や居住支援を総合的かつ効果的に推進するため、大阪市住宅セーフテ

ィネット連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 連絡会議は別表に掲げるリーダー及びメンバーで組織する。 

２ 連絡会議は、必要に応じてリーダーが招集する。 

３ リーダーが必要と認めるときは、第１項に掲げる者以外の者に会議への出席を求め

ることができる。 

 

（所掌事務） 

第３条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1)  住宅セーフティネット法等に係る情報共有に関すること。 

(2)  住宅セーフティネット法第 51条第１項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協

議会である「Osakaあんしん住まい推進協議会」における住宅確保要配慮者の居住

支援の推進に関すること。 

(3)  住宅セーフティネット法第 40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人の確

認等に関すること。 

(4) その他必要と認める事項に関すること。 

 

（事務局） 

第４条 連絡会議の事務局は、都市整備局企画部安心居住課に置く。 

 

（施行の細目） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、リーダー

が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 29年10月25日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は、令和６年 11月 15日から施行する。 

 

  



（別表）大阪市住宅セーフティネット連絡会議 メンバー名簿  

 

 所属 補職 

リーダー 都市整備局 企画部 安心居住課長 

メンバー 

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課長 

 ダイバーシティ推進室 雇用女性活躍推進課長 

 ダイバーシティ推進室 男女共同参画課長 

福祉局 生活福祉部 地域福祉課長 

 生活福祉部 生活困窮者支援担当課長 

 生活福祉部 保護課長 

 障がい者施策部 障がい福祉課長 

 高齢者施策部 高齢福祉課長 

健康局 健康推進部 こころの健康センター精神保健医療担当課長 

こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課長 

都市整備局 企画部 住宅政策課長 

 

 

 


